
産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

廃策物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1事の許可を受けた者である
ことを証する。

愛媛県西条保健所長 武方

愛媛県画条市飯岡 3219番 地 2
有限会社越野商事

代表取締役 越野 淳子

所

名

住

民

令和 7年
令和 12年

4月 14日
4月 11自日月

日
年

月

効

年

有
の

の

可

可

許

許

許可番号 03800029703

1.′ 事業の範囲

(事業の区分)

収集 。選撥 (積替え又は保管行為を含まず。)

(産業廃棄物の種類 )

汚轟、廃油、廃プラスチック類 (水銀使用製品産業廃葉物を含む。)、 紙くず、本くず、織
維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず (水銀使用製品産業廃薬物を含む。)、 「ガラス

くず、コンクリー トくず (凛物梯籠 蘭帥醐議,辞,て窓災解瑠К。)及び陶磁器くず」(水銀使
用製品産業務葉物を含む。)、 鉱さい、がれき類             以上 12種類

2.積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は
保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

該当事項なし

3.許爾の条件
該当事項なし

4.許 可の更新又は変更の状況
0当
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○更

え殻  以上 1種類の廃止 )

C動 在地変更 線 :愛郷稗漁市響112206番地の4)
○更 新 許 可
○買 新 許 可

5.松山市の区域内の積替え許可の有無   有 ⑬
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平成  7年  4月
平成 12年 4凋
平成 17年  4月
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